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第１章 総則

（趣旨）

第１条 この訓令は、防衛監察の実施に関し、必要な事項を定め

るものとする。

（定義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当



該各号に定めるところによる。

⑴ 防衛監察 防衛省の他の機関から独立した立場において、

予算の適正かつ効率的な執行及び法令遵守の観点から防衛省

における職務執行の状況を厳格に調査し、及び検査すること

により、職員の職務執行の適正を確保することを目的とした

防衛監察本部が実施する監察をいう。

⑵ 防衛監察監等 防衛監察監、副監察監、統括監察官及び監

察官並びに統括監察官の下に置かれる班長、監察調査官及び

監察フォローアップ調査官をいう。

⑶ 年度防衛監察 防衛監察監が必要と認める事項について、

毎年度、第７条第１項の規定により防衛大臣の承認を経て、

計画的に実施する防衛監察をいう。

⑷ 抜き打ち防衛監察 防衛監察監が必要と認める事項につい

て、随時、第７条第２項の規定により防衛大臣の承認を経て

、同条第６項に規定する通知を行わずに実施する防衛監察を

いう。

⑸ 特別防衛監察 防衛大臣が特に命ずる事項について、随時

、第７条第２項の規定により防衛大臣の承認を経て実施する

防衛監察をいう。

⑹ 点検防衛監察 第１０条第１項に規定する改善結果の状況

について、防衛監察監が必要と認める事項を、第７条第１項



の規定により防衛大臣の承認を経て実施する防衛監察をいう。

⑺ 官房長等 大臣官房長、局長、防衛省本省の施設等機関の

長、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、情

報本部長、地方防衛局長及び防衛装備庁長官をいう。

⑻ 機関等 大臣官房、各局、防衛省本省の施設等機関、統合

幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部、

陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関、統

合部隊（自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第２２条第

１項又は第２項の規定により編成された部隊であって、陸上

自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のい

ずれか２以上から成るものをいう。）、情報本部、地方防衛

局並びに防衛装備庁をいう。

⑼ 受察機関 第７条第１項又は第２項の規定により作成した

計画において防衛監察の対象とされた機関等をいう。

（防衛監察監等の権限）

第３条 防衛監察監等は、防衛監察の実施に当たっては、次に掲

げる行為を行うことができる。

⑴ 機関等の関係者に対し、文書又は口頭による説明又は報告

を求めること。

⑵ 機関等の関係者に対し、書類その他の物件の提出を求め、

又は提出された物件を留めて置くこと。



⑶ 機関等の必要な場所に立ち入り、業務及び財産の状況並び

に書類その他の物件を検査すること。

２ 防衛監察監は、防衛監察の結果必要と認めるときは、関係す

る官房長等に対して、説明を求めることができる。

（遵守事項等）

第４条 防衛監察本部の職員は、職務遂行に当たっては、次に掲

げる事項を遵守しなければならない。

⑴ その職務上知り得た情報を、みだりに他の者に漏らさない

こと。

⑵ 防衛監察の実施に資する情報の提供を受けたときは、提供

者の名誉又は信用を害するような行為をしないこと。

２ 防衛監察監等は、防衛監察の実施に当たっては、次に掲げる

事項に留意しなければならない。

⑴ 厳正かつ公正を旨とすること。

⑵ 資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努める

こと。

⑶ 必要な限度を超えて機関等の業務に支障を及ぼさないよう

注意すること。

⑷ 現状をいたずらに肯定せず、常に職務上の懐疑心を保持し

、事実の確認等に当たること。

⑸ 改善策又は意見（以下「改善策等」という。）の報告に当



たり、いたずらに理論に走ることなく、かつ、機関等の事情

に妥協することのないよう努めること。

⑹ 欠陥を指摘することに急で、長所の賞揚を忘れてはならな

いこと。

（防衛監察の実施に対する協力義務）

第５条 受察機関の関係者は、防衛監察監等から書類その他の物

件の提出、説明等を求められたときは、これに誠実に協力しな

ければならない。

（防衛監察の中止等）

第６条 受察機関の長は、突発的な事件、事故、自然災害その他

の特に緊急を要する事情への対応により、防衛監察の実施が受

察機関の業務の遂行に著しい支障があると認めるときは、当該

支障の内容を明らかにした上で、防衛監察監に対し、防衛監察

の中止を求めることができる。

２ 防衛監察監は、前項の求めが適切と認めるときは、直ちに、

防衛監察を中止するものとする。

３ 防衛監察監は、前項の規定により防衛監察を中止した場合に

は、速やかに、防衛大臣に報告するものとする。

４ 受察機関の長は、第１項に規定する著しい支障の内容を防衛

監察監に明らかにすることにより、自衛隊の秘匿すべき行動が

漏えいし、我が国の安全保障に支障を与えるおそれその他の特



別の理由がある場合には、同項の規定にかかわらず、直ちに、

順序を経て、防衛大臣に防衛監察の中止を求めることができる。

５ 防衛大臣は、前項の求めが適切と認めるときは、直ちに、防

衛監察監に防衛監察の中止を命じるものとする。

６ 防衛監察監等のうち、現に防衛監察を実施している者は、第

４項の規定により防衛監察の中止が求められ、防衛大臣の判断

を得るまでの間にあっては、当該防衛監察の実施を差し止める

ものとする。

７ 前各項に定めるもののほか、防衛監察監は、防衛監察を実施

することが困難である相当の事情があると認めるときは、自ら

の判断で当該防衛監察を中止することができる。この場合にお

いては、第３項の規定を準用する。

第２章 防衛監察計画の作成等

（防衛監察計画の作成等）

第７条 防衛監察監は、各年度ごとに年度防衛監察及び点検防衛

監察を実施するに当たっては、当該年度の前年度の末日までに

、それぞれ計画を作成し、防衛大臣の承認を受けなければなら

ない。

２ 防衛監察監は、抜き打ち防衛監察及び特別防衛監察を実施す

るに当たっては、その都度計画を作成し、防衛大臣の承認を受

けなければならない。



３ 前２項に規定する計画は、次に掲げる事項について定めるも

のとする。

⑴ 防衛監察の対象とする項目

⑵ 防衛監察の対象とする機関等

⑶ 防衛監察の実施時期

⑷ その他防衛監察を実施するために必要な事項

４ 防衛監察監は、必要と認めるときは、防衛大臣の承認を得て

、第１項及び第２項に規定する計画について、その修正を行う

ものとする。

５ 防衛監察監は、第１項又は第２項の規定により計画を作成し

、又は前項の規定により計画を修正する場合において必要があ

ると認めるときは、あらかじめ、関係する官房長等の意見を求

めることができる。ただし、抜き打ち防衛監察に係る計画を作

成し、又は修正する場合であって、当該官房長等が受察機関の

長となるときは、この限りでない。

６ 防衛監察監は、第１項又は第２項の規定により計画（抜き打

ち防衛監察に係るものを除く。以下この項において同じ。）を

作成し、又は第４項の規定により計画を修正し、当該計画につ

き防衛大臣の承認を受けたときは、当該計画を関係する官房長

等に通知するものとする。

７ 防衛監察監が抜き打ち防衛監察を実施するに際し、防衛大臣



は、別記様式により、受察機関の長に当該抜き打ち防衛監察に

対する協力義務、監察実施期間、監察実施者その他必要な事項

を示すものとする。

（部隊の協力の上申）

第８条 防衛監察監は、防衛監察を実施するに当たっては、部隊

の協力が必要と認めるときは、防衛監察への部隊の協力につい

て防衛大臣に上申することができる。

２ 前項の場合において、防衛大臣は、必要と認めるときは、防

衛監察に対する部隊の協力について、命令を発する。

第３章 防衛監察の結果の処理

（防衛監察の結果の報告等）

第９条 防衛監察監は、防衛監察の結果について、改善策等を付

し、遅滞なく防衛大臣に報告するものとする。

２ 防衛監察監は、前項の規定により報告する場合は、関係する

官房長等の意見を求めることができる。

３ 防衛大臣は、防衛監察の結果必要と認める事項について、関

係する官房長等に対し、改善措置を命ずる。

（関係する官房長等の措置等）

第１０条 前条第３項の規定により改善措置を命ぜられた官房長

等は、これについて講ずべき措置の概要及び当該措置に基づく

改善結果を、遅滞なく防衛大臣に報告するとともに、防衛監察



監に通知しなければならない。

２ 防衛監察監は、前項の規定により通知を受けたときは、官房

長等に対し説明を求めることができる。

（表彰に関する意見）

第１１条 防衛監察監は、防衛監察の結果、職務執行の適正の観

点から特に優良と認めるときは、表彰等に関する訓令（昭和３

０年防衛庁訓令第４９号）に規定する表彰権者に対し、表彰に

関する意見を表明することができる。

第４章 雑則

（情報提供の協力）

第１２条 官房長等は、機関等の職員の職務執行における予算執

行上の問題点、法令違反行為等の防衛監察の実施に資する情報

を得たときは、遅滞なく防衛監察監に通知するものとする。

（照会に対する対応）

第１３条 防衛監察監は、官房長等から法令遵守等の観点から機

関等の職員の職務執行に関する事項について照会があったとき

は、必要に応じ調査を行い改善策等を回答するものとする。

２ 前項に規定する照会を行った官房長等は、防衛監察監の求め

に応じ、所要の協力をしなければならない。

（抜き打ち防衛監察に従事する者としての地位の表示等）

第１４条 防衛監察監等のうち、受察機関において抜き打ち防衛



監察を行う者は、必要があると認めるときは、当該抜き打ち防衛

監察に従事する者としての地位を表示し、又はその使用する車両

に当該車両が当該抜き打ち防衛監察を実施するために運転中であ

ることを表示することにより、受察機関の混乱の防止に努めるも

のとする。

（委任規定）

第１５条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し

必要な事項は、防衛監察監が定める。

附 則

１ この訓令は、平成１９年９月１日から施行する。

２ 第６条第１項の規定は、平成１９年度においては、定期防衛

監察についてのみ適用する。この場合において、同項中「前年

度の末日」とあるのは「平成１９年１１月末日」と読み替える

ものとする。

附 則（平成２７年１０月１日省訓第３９号）

この訓令は、平成２７年１０月１日から施行する。

附 則（平成２８年３月３１日省訓第３４号）

この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則（平成３０年３月３０日省訓第２６号）（抄）

（施行期日）

１ この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。



附 則（令和元年１１月２２日省訓第２４号）

この訓令は、令和元年１１月２５日から施行する。



別記様式（第７条関係）

○○○第 号
令和○年○月○日

（受察機関の長） 殿

防 衛 大 臣 印

抜き打ち防衛監察の実施について

防衛監察本部は、防衛監察の実施に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第５７
号）第２条第４号に規定する抜き打ち防衛監察を下記のとおり実施する。
受察機関においては、同訓令第５条の規定により誠実に協力し、監察の実施を

妨げる行為は厳に控えられたい。
なお、上記行為があった場合には、懲戒処分事由となり得ることに十分留意さ

れたい。

記

１ 監察実施期間

２ 監察実施者

３ その他


